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身元が明らかであるが引取人のいない死体を市町村長に引き渡す際に交付する

書類について(通達)

身元が明らかになっているが、引取人となる遺族等が存在せず若しくは所在が明ら

かでないため又は遺族等が引取りを拒否したため引取人のいない死体（以下「本件死

体」という。）については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する

法律（平成24年法律第34号）第10条第１項ただし書又は死体取扱規則（平成25年国家

公安委員会規則第４号）第５条第１項ただし書により、死亡地の市町村長に引き渡す

こととなるが、その際に警察から市町村長に交付する書類について法令上の明確な規

定が設けられていないことから、一部の市町村との間において、実務に混乱が生じて

いるところである。

この度、市町村長への死体引渡しの事務の斉一化及び円滑化を図るため、下記の措

置を講じることとしたので、各府県においては、各市町村長と調整の上、順次運用を

開始することとされたい。

なお、本通達の内容については、戸籍法を所管する法務省民事局民事第一課及び墓

地、埋葬等に関する法律を所管する厚生労働省健康局生活衛生課と協議済みである。

記

１ 経緯

戸籍法（昭和22年法律第224号）(以下「法」という。)第92条第１項及び死体取

扱規則第７条第１項に基づき、警察官は、本籍が明らかでない死体を取り扱った場

合には、死亡報告書に本籍等不明死体調査書を添付して市町村長に報告することと

されている。また、その後の捜査等により、死亡者の本籍が明らかになった場合は、

法第92条第２項及び死体取扱規則第７条第２項に基づき、死亡者の本籍等判明報告

書により、市町村長に報告を行うこととされている。

他方、身元が明らかになった死亡者について警察が市町村長に通知した場合にお

いては、死亡報告書、本籍等不明死体調査書及び死亡者の本籍等判明報告書の全て

の交付を求める市町村がある一方で、死体調査等記録書の写しを求める例、特段の

書面の交付を必要としない例、別途の書式による通知を求める例等が混在している。

２ 今後の対応

本件死体の市町村長への引渡しに際しては、死亡報告書の交付等を行うのではな



く、別添１の通知書に「死体及び所持品引取書」の写しを添付して、市町村長への

死亡通知を行うこととする。ただし、本件死体につき、既に市町村長との取決めに

より、別添１の通知書に類する別の様式の書面を交付する運用が行われており、か

つ、当該運用について特段の支障が生じていない場合には、今後も当該運用を継続

して差し支えない。

３ 留意事項

（１）上記２に基づく死亡通知がなされた場合は、市町村において死亡報告に基づく

戸籍記載をして差し支えない旨の解釈が、法務省民事局民事第一課より各法務局

に対して示されている（別添２「警察官からの死亡通知の取扱いについて(通

知)」参照）。

（２）上記２に基づく死亡通知を受けた市町村長は、墓地、埋葬等に関する法律（昭

和23年法律第48号）第５条第２項の死亡の報告を受けた市町村長と同様に埋葬又

は火葬の許可を行って差し支えない旨の解釈が、厚生労働省健康局生活衛生課よ

り示されている（別添３「警察官からの死亡通知の取扱いについて(通知)」参

照）。

（３）警察が死体を取り扱った当初は身元が判明しておらず、その後の捜査等により

身元が判明することが少なくないところ、本通達は、市町村長に死体を引き渡そ

うとする時点で、身元が明らかになっている場合に適用する。
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